
  

作 品 規 約   

  作 品 を 所 有 さ れ る 皆 さ ま は、 以 下 の 取 り 決 め の 内 容 を 確 認・ ご 同 意 い た だ け ま す よ う、 お 
願 い い た し ま す。   
ま た、 作 品 を 次 の 所 有 者 に 再 譲 渡 す る 際 に は、 次 の 所 有 者 に こ の 内 容 を 伝 え、 承 諾 を 得 た 上 
で 再 譲 渡 を ⾏っ て く だ さ い。   
ま た、 Startbahn   Cert. 上 で 次 の 所 有 者 の Email 宛 に Cert. を 移 転 し、 所 有 者 情 報 も 併 せ て 変 更 
を ⾏っ て く だ さ い。   
    
本 規 約 は ⽇ 本 法 に 基 づ き 解 釈、 適 ⽤ さ れ ま す。 第 1 条 以 下 に 関 し て は ブ ロッ ク チェー ン 上 
の、 本 規 約 作 成 者 と 作 品 の 所 有 者 に よ る ス マー ト コ ン ト ラ ク ト に 基 づ き 規 定 さ れ て い ま す。   
    
    
    
作 品 の 再 譲 渡   

第 1 条   
    

1. 本 作 品 に は、 作 品 の 売 却 時 に お け る 還 元 ⾦ が 設 定 さ れ て い ま す。 作 品 の 所 有 者 は、 
新 た な 作 品 の 所 有 者 に も こ の 還 元 ⾦ の 取 組 み に 同 意 を い た だ い た 上 で 作 品 を 売 却 す 
る 必 要 が あ り ま す。   

2. 東 ⽅ ⽂ 化 ⽀ 援 財 団 （以 下 「 ECF 」 と い い ま す。） は、 ECF 所 有 の 作 品 を 売 却 し た 
際、 作 品 の 売 却 代 ⾦ の 受 領 後 60 ⽇ 以 内 に、  利 益 の  20 ％ を 作 者 へ お ⽀ 払 い い た だ く も 
の と し ま す。   

3. ECF 以 外 の 作 品 の 所 有 者 は、 作 品 を 売 却 し た 際、 作 品 の 売 却 代 ⾦ の 受 領 後 60 ⽇ 以 内 
に、 こ の 作 品 規 約 の 末 尾 に 記 載 の 作 品 管 理 者 に 還 元 ⾦ の お ⽀ 払 ⽅ 法 を ご 確 認 の 上、 
受 領 し た 売 却 代 ⾦ （消 費 税 込 み） が 0 〜 100 万 円 未 満 の 場 合 は 5 ％、 100 万 円〜 1000 万 
円 未 満 の 場 合 は 3 ％、 1000 万 円 以 上 の 場 合 は 1 ％ を 作 品 管 理 者 と 作 者 に 対 し て お ⽀ 払 
い た だ く も の と し ま す。 （作 者 の 死 後 は 著 作 権 管 理 者 へ 還 元 い た し ま す。）   

4. 還 元 ⾦ の ⽀ 払 い 通 貨 は、 基 幹 通 過 及 び 作 者 居 住 国 の 通 貨 に よ る も の と す る。   
5. 無 償 の 作 品 譲 渡 の 場 合 は 還 元 ⾦ の 設 定 は あ り ま せ ん。   
6. 還 元 ⾦ の ⽀ 払 い が 必 要 な 期 間 は、 作 品 に 関 す る 著 作 権 の 保 護 期 間 と 同 ⼀ の 期 間 と し 
ま す。   

7. 作 者 の 国 籍、 作 品 の 売 却 場 所 に よっ て は 作 品 の 売 却 が 各 国 の 法 律 を 根 拠 と す る 追 及 
権 （ Artist   Resale   Right ） に 基 づ く ロ イ ヤ ル ティ の 対 象 と な る こ と が あ り ま す。 作 品 
譲 渡 が こ の ロ イ ヤ ル ティ の 対 象 と な る 場 合、 還 元 ⾦ の ⽀ 払 い は 発 ⽣ し ま せ ん。   

    
    

  
    
作 成 ⽇ ： 2021   年   5 ⽉   4 ⽇ 策 定     
    



  

    
作 成 者 （作 品 管 理 者）   
会 社 名 ：  東 ⽅ ⽂ 化 ⽀ 援 財 団 （ Eastern   Culture   Foundation ）   
住 所 ：  〒 140-0002   東 京 都 品 川 区 東 品 川 2-6-10   
Email ： info@m-ecf.com   
  
作 者 （著 作 者）   
⽒ 名 ：  Shararat   Sara-aporn     ชรา �ต�   สาระ อาภร�   
    
    

以 上   
  


